
　　

　　とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契

　　約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた額を入札書に記載すること。

３．消費税に係る免税事業者は、＜免税＞と付記のこと。

４．契約保証金は、東浦町財務規則第128条の規定に該当する場合は、免除する。

１．見積の徴収は、東浦町工事等入札者心得書により行う。

２．落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した

　　額（当該額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

契約書作成の要否 □　有　　　　□無

見積の無効に関する事項 東浦町工事等入札者心得書第　　条に該当する場合

予定価格（税抜） 最低制限価格（税抜）

契約条項を示す日時 通知を発した日から見積書提出の日時まで

見 積 日
日  時

場  所

契約条項を示す場所 東浦町役場

納入（委 託）場所

　　　様式第２（第５条関係）

見積書の徴収について（通知）

　　　　　　　　　　　様

納入期限（期間）

　　　　年　　月　　日

東　浦　町　長

下記により見積書を提出してください。　

記

件　　　  　　名


